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実習生派遣に関する協定書 
 
«決定受入先»（以下「甲」という。）、«大学名»（以下「乙」という。）及び 公益財団法人 大学コンソーシアム
京都（以下「丙」という。）は、2026年度実習生派遣に関する協定を次のとおり締結する。 
 
（趣旨） 
第１条 丙が行う産学連携教育プログラムは、別紙「産学連携教育プログラムの実施に関する基本方針」に基づ
き実施することとし、甲及び乙はその趣旨に賛同し、協力する。 

 
（実習生） 
第２条 実習生は、«氏名»とする。 

（実習生の身分） 
第３条 甲は、実習生の身分について、乙の学生の身分を保有したまま受け入れるものとする。 

（実習期間等） 
第４条 実習生の実習期間は 2026年６月 19日から 2026年 11月６日までの間で行う。ただし、必要あるときは
甲丙協議のうえ実習期間を変更することができる。 
２ 本協定の有効期間は、前項のとおりとする。 

（実習内容） 
第５条 実習生の実習内容は、甲の業務に関するものとする。 

（実習時間） 
第６条 実習生の実習期間中における実習時間は、原則として甲の定める就業時間に準ずるものとする。ただし、
必要あるときは甲丙協議のうえ実習時間を変更することができる。 

（賃金等） 
第７条 実習生に対する賃金、通勤手当等は、甲が特に定めない限り無報酬とする。 

（秘密保持） 
第８条 甲乙丙は、実習生に対し、実習生が実習のための事前訪問、事前事後学習及び実習期間中に甲について
知り得た秘密事項（顧客取引先情報等）の一切を実習期間、実習期間開始前及び終了後も漏らさないようにす

ること、並びに実習以外の目的に利用することなどないよう指導する。 
２ 甲乙丙はそれぞれ実習生の情報や受入先の秘密事項（顧客取引先情報等）の取扱いに関して個人情報保護法
及びその他の関連法令を遵守する。 
３ 甲乙丙は他の当事者の承諾なくして第三者に本条１項及び２項の秘密情報を提供・開示・漏えいしてはなら
ない。 

（実習生に対する処分） 
第９条 実習生が甲の秘密事項（顧客取引先情報等）を漏えいするなど、信頼関係を損なうような行為を行った
ときは、甲は速やかに丙に、丙は乙に報告するものとする。 
２ 前項の場合、甲と丙は協議のうえ実習を中止することができるものとする。 
３ 乙は、丙から本条１項に定める報告を受けたときは、事実確認等を経て、実習生に対して乙の規程等に従い
措置を行うものとする。 

（保険の加入） 
第 10条 丙は、実習生を傷害保険及び賠償責任保険に加入させるものとする。 
２ 乙は必要に応じて実習生に学生教育研究災害傷害保険に加入させるものとする。 
３ 甲が丙に対して損害賠償請求できる範囲は、本条１項の加入保険が補償する物損及び人的傷害に限るものと
し、また、その請求額は、本条１項の加入保険の補填額を限度とする。 

 
（実習の中止等） 
第11条 天災や感染症の発生、その他甲乙丙いずれの責めに帰することができない事由によって、実習を継続す
ることができないと判断される場合には、甲乙丙が協議のうえ、実習を中止又は延期する措置をとることがで

きる。 

 



（知的財産の取扱い） 
第12条 甲は、実習生が実習中に発明、創作等に関与し、特許権、著作権その他の知的財産に関する権利が生じ
た場合は、甲の定める知的財産に関する規程等に従うものとする。 

（専属的合意管轄裁判所） 
第13条 本協定に関する一切の紛争は、丙の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするこ
とに合意する。 

（その他） 
第14条 この協定に定める事項で疑義が生じたとき、また、この協定に定めるもののほか必要な事項については、
甲乙丙協議のうえ定めるものとする。 

 
 この協定書は３通作成し、甲乙丙それぞれ記名押印のうえ、各１通を保有するものとする。 
ただし、本協定を電磁的記録により締結する場合は、本書の電磁的記録を作成し、甲乙丙が合意の後、電子署

名を施し、各自その電磁的記録を保管する。 
 
 

2026年  月   日 

 

 

甲（受入先） «決定受入先» 

（住所） 

（代表者）                 印※ 

 

 

乙（大学） «大学名» 

（住所） 

（代表者）                 印※ 

 

 

丙 公益財団法人 大学コンソーシアム京都 
（住所） 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町 939番地 

 キャンパスプラザ京都 

（代表者）  理事長  小原 克博    印※ 

 

※ 電磁的記録により締結する場合は、電子署名をもって「印」に替える。       
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2026 年度産学連携教育プログラム 

実習生情報票 
 

◆基礎情報 

ふりがな  受講番号 

顔写真 
氏名  性 別： 

所属大学 
大学・大学院  回生 

     学部・研究科  

生年月日 西暦      年    月    日   （満    歳）  

 

◆連絡先 

現住所 

〒 

 

 

連絡先 携帯電話： 緊急連絡先（本人以外）： 

E メール E メールアドレス： E メール使用頻度：  

 

◆資格・技能ほか 

PC スキル 

Word：  

Excel： 

PowerPoint： 

ビデオ会議(zoom)： 

母国語 

 

語学力・資格・技能

(100 字以内) 

 

 

課外活動・得意分野

など(100 字以内) 
 

 

◆プログラム志望理由 

 

 

�g *ƒ2( �q ��



                                     

2026年     月     日 

                                   

                                   御中 

                                              大 学 名：                

 

                                              受講番号：                

 

                                              氏    名：                              

 

誓    約    書 

 

  このたび私は、公益財団法人 大学コンソーシアム京都の産学連携教育プログラムにより、実習

生として実習することとなりました。 

このうえは、以下の事項を厳守して誠実に実習を全うすることを誓約いたします。 

 

記 

  

一、実習生情報票の記載内容は相違ありません。 

 

一、就業規則、その他の諸規則を固く守ります。 

 

一、実習のための事前訪問、事前事後学習および実習期間中において知り得た情報は、実習期間、

実習期間開始前および終了後も一切他言いたしません。 

また、それらの情報を実習以外の目的に利用することや、名誉毀損などに関わる行為は 

行いません。 

 

一、実習担当責任者の指揮及び監督に従います。 

 

一、職場秩序を守り、実習生として品位品格を損なうことはいたしません。 

 

一、無断で欠席、遅刻、早退はいたしません。やむをえない場合は、必ず実習担当責任者に 

連絡いたします。 

 

一、業務の都合上、実習時間及び実習日の変更がある場合にも、これに従います。 

 

 

 

以上 

参考資料 2
 



MEMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



アクセスガイド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市営地下鉄烏丸線、近鉄京都線、JR 各線「京都駅」下車。徒歩 5 分。 

 

 

 

 

 

 

大学コンソーシアム京都 産学連携教育事業推進室 

〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る 

キャンパスプラザ京都 1 階 

TEL：(075)353-9106 / FAX：(075)353-9101 

E-mail：intern@consortium.or.jp 

http://www.consortium.or.jp/ 

https://consortiumkyoto-internship.jp/ 

 

受付時間：火～土曜 9:00～17:00 （年末年始を除く） 
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